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条　
　
　

例

○
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

一

○
山
梨
県
特
別
会
計
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

二

○
山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例	

三

　
　
　
　
　
　

条
例
の
あ
ら
ま
し

○	　

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
条
例
第
三
号
）（
人
事
課
）

1	　

一
般
職
の
県
職
員
の
退
職
手
当
の
改
定
等
に
鑑
み
、
特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
の
支
給
割
合
を

次
の
と
お
り
改
定
す
る
こ
と
と
し
た
。

　

㈠	　

知
事　

○
・
五
二　

→　

○
・
五
○
二

　

㈡	　

副
知
事　

○
・
三
八　

→　

○
・
三
六
七

　

㈢	　

公
営
企
業
管
理
者　

○
・
二
四　

→　

○
・
二
三
二

　

㈣	　

教
育
長　

○
・
二
三　

→　

○
・
二
二
二

　

㈤	　

常
勤
監
査
委
員　

○
・
一
二　

→　

○
・
一
一
六

2　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
特
別
会
計
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
号
）（
国
保
援
護
課
）

1　

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

山
梨
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

「
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
」
を
新
設
す
る
。

　

㈡　

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

条
例
の
失
効
期
日
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
）
等
を
定
め
る
。

　

㈢　

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
改
正

　
　
　

基
金
の
会
計
を
一
般
会
計
か
ら
「
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
」
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
た
。

2	　

そ
の
他
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

3	　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
１
㈡
に
つ
い
て

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○�　

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
号
）（
子
育
て
支
援
課
）

1	　

子
育
て
支
援
対
策
臨
時
特
例
交
付
金
に
基
づ
く
基
金
事
業
の
延
長
に
鑑
み
、条
例
の
失
効
期
日（
平

成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
）
を
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
改
め
る
こ
と
と
し
た
。

2	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
条
例
第
六
号
）（
耕
地
課
）

1	　

土
地
改
良
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

条
例
の
題
名
を
「
山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例
」
に
改
め
る
。

　

㈡　

県
が
農
地
の
所
有
者
等
か
ら
徴
収
す
る
特
別
徴
収
金
に
つ
い
て
定
め
る
。

2	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○　

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
七
号
）（
都
市
計
画
課
）

1	　

都
市
公
園
法
等
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

　

㈠　

運
動
施
設
率
を
、
百
分
の
五
十
と
す
る
。

　

㈡	　

公
募
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
事
業
者
が
設
置
す
る
公
園
施
設
で
あ
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
建
蔽
率

の
特
例
の
範
囲
を
、
百
分
の
十
と
す
る
。

　

㈢	　

県
民
一
人
当
た
り
の
都
市
公
園
の
敷
地
面
積
の
標
準
に
つ
い
て
、
十
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
県
民

一
人
当
た
り
の
市
民
緑
地
の
敷
地
面
積
を
控
除
し
て
得
た
面
積
以
上
と
す
る
。

2	　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
　
　
　
　
　

条　
　
　

例

　

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
三
号

　
　
　

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

特
別
職
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
百
分
の
五
十
二
」
を
「
百
分
の
五
十
・
二
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

「
百
分
の
三
十
八
」
を
「
百
分
の
三
十
六
・
七
」
に
改
め
、同
項
第
三
号
中
「
百
分
の
二
十
四
」
を
「
百

分
の
二
十
三
・
二
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
百
分
の
二
十
三
」
を
「
百
分
の
二
十
二
・
二
」
に
改

め
、
同
項
第
五
号
中
「
百
分
の
十
二
」
を
「
百
分
の
十
一
・
六
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

二

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
特
別
会
計
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
四
号

　
　
　

山
梨
県
特
別
会
計
設
置
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
山
梨
県
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
改
正
）

第	
一
条　

山
梨
県
特
別
会
計
設
置
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

「

　
　

本
則
の
表
中

十
二　

公
債
管
理
特
別
会
計　
　

公
債
費
の
管
理

　
　
「

を
」

十
二　

公
債
管
理
特
別
会
計

十
三　

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

公
債
費
の
管
理

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
収
入
及
び
支
出

の
管
理　

に
改
め
る
。

」

（
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
の
一
部
改
正
）

第	
二
条　

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
広
域
化
等
支
援
基
金
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

（
こ
の
条
例
の
失
効
等
）

　

4	　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

基
金
に
残
額
（
基
金
に
積
み
立
て
る
た
め
国
か
ら
交
付
を
受
け
た
資
金
に
よ
り
造
成
さ
れ
た
部
分

に
係
る
も
の
に
限
る
。）
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
額
を
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、

国
庫
に
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
の
一
部
改
正
）

第�
三
条　

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
財
政
安
定
化
基
金
条
例
（
平
成
二
十
八
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
	　

第
二
条
、第
五
条
及
び
第
六
条
並
び
に
附
則
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
」

を
「
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予
算
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

（
施
行
期
日
）

１	　

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正
）

２	　

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
条
例
（
平
成
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　
	　

第
二
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計
」
を
「
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
」
に
改
め
る
。

　

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
五
号

　
　
　

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
安
心
こ
ど
も
基
金
条
例
（
平
成
二
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

附
則
第
二
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
六
号

　
　
　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
徴
収
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
	　
　

山
梨
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
徴
収
条
例

　

第
一
条
中
「
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
分
担
金
」
を
「
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
分
担
金
並
び
に
法
第
九
十
一
条
の
二
第
一
項
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
十
条
第
四
項
及
び
法
第
九
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

る
特
別
徴
収
金
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

三

第	
六
条　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八

十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
行
う
土
地
改
良
事
業
及
び
法
第
九
十
一
条
第
五
項
に
規
定

す
る
都
道
府
県
営
市
町
村
特
別
申
請
事
業
を
除
く
。）
で
知
事
が
指
定
す
る
も
の
に
お
い
て
は
、
当

該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
内
の
土
地
に
つ
き
法
第
三
条
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す

る
者
が
、
そ
の
土
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
公
告

の
日
（
そ
の
公
告
に
お
い
て
工
事
完
了
の
日
が
示
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
示
さ
れ
た
日
）
の
属
す
る

年
度
の
翌
年
度
（
そ
の
年
度
が
到
来
す
る
前
の
年
度
を
知
事
が
指
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
し
た

年
度
）
か
ら
起
算
し
て
八
年
を
経
過
し
な
い
間
に
、
当
該
土
地
を
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画

に
お
い
て
予
定
す
る
用
途
以
外
の
用
途
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
目
的
外
用
途
」
と

い
う
。）
に
供
す
る
た
め
、
所
有
権
の
移
転
等
（
所
有
権
の
移
転
又
は
地
上
権
、
賃
借
権
そ
の
他
の

使
用
及
び
収
益
を
目
的
と
す
る
権
利
の
設
定
若
し
く
は
移
転
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）
を
し
た
場
合
又
は
当
該
土
地
を
自
ら
目
的
外
用
途
に
供
し
た
場
合
（
当
該
土
地
を
目
的
外
用

途
に
供
す
る
た
め
所
有
権
の
移
転
等
を
受
け
て
、
目
的
外
用
途
に
供
し
た
場
合
を
除
く
。）
に
は
、

そ
の
者
か
ら
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
す
る
。

2	　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
法
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
が
行
う
土
地
改
良
事
業
に

限
る
。）
の
施
行
に
係
る
地
域
内
の
土
地
に
つ
き
法
第
九
十
一
条
の
二
第
六
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
者
が
、
そ
の
土
地
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
法
第
八
十
七
条
の
三
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画

を
定
め
た
旨
の
公
告
の
日
か
ら
、
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
公
告
の
日
（
そ
の
公

告
に
お
い
て
工
事
完
了
の
日
が
示
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
示
さ
れ
た
日
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度

か
ら
起
算
し
て
八
年
を
経
過
し
な
い
間
に
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
に
該
当
し
た
と
き
は
、
そ
の

者
か
ら
、
特
別
徴
収
金
を
徴
収
す
る
。

3	　

前
二
項
の
特
別
徴
収
金
の
額
は
、
当
該
県
営
土
地
改
良
事
業
に
要
す
る
費
用
を
そ
の
徴
収
に
係
る

土
地
の
面
積
に
割
り
振
つ
た
額
か
ら
、
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
分
担
金
の
額
及
び
市
町
村
負

担
金
を
そ
の
徴
収
に
係
る
土
地
の
面
積
に
割
り
振
つ
た
額
を
差
し
引
い
て
得
た
額
（
農
地
が
農
地
以

外
に
転
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
遊
休
化
す
る
施
設
を
目
的
外
用
途
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
生
ず
る

収
入
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
収
入
額
の
う
ち
当
該
転
用
に
係
る
土
地
に
係
る
も
の
を
差
し
引
い
た

額
）
と
す
る
。

4	　

知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
特
別
徴
収
金
に
係
る
土
地
の
面
積
が
規
則
で
定
め
る
面
積
を
超

え
な
い
場
合
そ
の
他
の
当
該
土
地
に
つ
き
特
別
徴
収
金
を
徴
収
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
知
事

が
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
項
の
特
別
徴
収
金
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5	　

第
一
項
の
特
別
徴
収
金
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

6	　

第
一
項
の
特
別
徴
収
金
（
こ
れ
に
代
え
て
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
徴
収
す
る
金
銭
を
含
む
。）
及
び
第
二
項
の
特
別
徴
収
金
は
、
一
時
に
そ
の
全
額
を
徴
収
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

	

山
梨
県
知
事	

後　
　

藤　
　
　
　
　

山
梨
県
条
例
第
七
号

　
　
　

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

山
梨
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

目
次
中
「
第
二
条
の
五
」
を
「
第
二
条
の
六
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
の
三
中
「
十
平
方
メ
ー
ト
ル
」
の
下
に
「
か
ら
県
内
に
存
す
る
都
市
緑
地
法
（
昭
和
四
十
八

年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
緑
地
契
約
又
は
同

法
第
六
十
三
条
に
規
定
す
る
認
定
計
画
に
係
る
市
民
緑
地
の
県
民
一
人
当
た
り
の
敷
地
面
積
を
控
除
し

て
得
た
面
積
」
を
加
え
る
。

　

第
二
条
の
五
第
二
項
中
「
第
四
条
第
一
号
た
だ
し
書
」
を
「
第
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、

同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五	　

政
令
第
六
条
第
六
項
に
掲
げ
る
場
合　

同
項
に
規
定
す
る
建
築
物
に
限
り
、
前
項
に
規
定
す
る

割
合
に
百
分
の
十
を
加
え
た
割
合

　

第
一
章
の
二
中
第
二
条
の
五
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
園
施
設
に
関
す
る
制
限
）

第
二
条
の
六　

政
令
第
八
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
五
十
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



発
行
者　
　

山

梨

県　
　

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号　
　
　
　
　

印
刷
所　

㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷　

甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
梨
県
公
報
号
外　
　

第
八
号　
　

平
成
三
十
年
三
月
十
四
日

四


